
納税者権利憲章をつくる会／TCフォーラム 

2022年度活動方針 

 

納税者権利憲章をつくる会／TCフォーラムは、会則第1条「納税者（タ

ックスペイヤー）の権利保護のため、納税者権利憲章の制定を目指し、ひ

ろく世論を喚起し、納税者の権利を確立することを目的とする」との規定

にのっとり、真に納税者の権利保護に資するための納税者権利保護

法・納税者権利憲章の制定を目指し以下の活動を行う。 

 

(1) 業界団体、弁護士会、税理士会、その他の団体や世界各国の納税

者団体と連携して活動を展開する。新国税通則法の附則106条に基づ

き、第1条（目的）に、「国民の税に関する権利利益の保護を図る」旨を明

記するなどの改正について国会議員要請行動を展開し、各政党の選挙

公約やマニフェストに「納税者権利憲章を制定する」旨を入れることを要

望し働きかけを行う。 

 

(2) 第30回定時総会を6月1日、国会衆議院第2議員会館及びオンラ

インによる2本立てで開催する。記念講演は、「インボイス導入問題を再

点検する」と題して、TCフォーラム運営委員の岡田俊明が報告する。 

 

(3) 納税者に対する権利侵害の状況を調査・集約し、広く世論、マスコミ

関係者へ働きかけ、ホームページを活用して意見表明を行う。 

 

(4) 会員に対し、ホームページの「お知らせ」欄で情報を知らせるととも

に、会員拡大に努め組織を強化する。 

 

(5) 徴収における納税者の権利の確立、行政不服審査法改定について 

①徴収の現場における納税者の権利が確立されていない中、消費税増

税による滞納者及び滞納税額の増加が起きており、地方税や国民健康

保険料（税）の支払いが困難な一般市民が徴税攻勢に苦しめられて

いる。このような情勢の下、中小零細業者や市民の権利を護るための

調査研究を行う。 

 

②行政不服審査法の改定が平成2  8年4月1日施行となったが、「国税

不服審判所の抜本的な改革」、「不服申し立てにおいては争点主義を



徹底させること」などについて、引き続き調査研究を行う。 

 

（６） 平成29年度税制改正において、国税犯則取締法を廃止し国税通則法

に編入されたが、任意の税務調査における納税者の権利に及ぽす影

響等を調査研究する。 

 


